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【第７の柱】救助・救急活動の充実 

 交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるため、

高速道路を含めた道路上の交通事故に即応できるよう、救急医療機関、消防

機関等の関係機関による緊密な連携・協力を確保しつつ、救助・救急体制及

び救急医療体制の整備を図ります。 
特に、負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から、救急現場

又は搬送途上において、医師、看護師、救急救命士、救急隊員等による一刻

も早い救急医療、応急処置等を実施するための体制整備を図るほか、事故現

場からの緊急通報体制の整備やバイスタンダー（※）による応急手当の普及

等を推進します。 
 

（１）救助・救急体制の整備 

① 救助・救急体制の整備・拡充 
交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめる

ため、高速道路を含めた道路上の交通事故に即応できるよう、救急医療

機関、消防機関等相互の緊密な連携・協力を確保し、救助・救急体制及

び救急医療体制の整備を図ります。 
② 大規模事故における広域応援体制の整備 

大規模事故が発生した際には、現場市町村の消防力だけでは対応でき

ないおそれがあるため、周辺市町村との広域応援体制を推進するととも

に、防災関係機関との連携体制の強化を図ります。 
③ 応急手当の普及啓発活動の推進 

交通事故による負傷者の救命を行い、また、被害を最小限にとどめる

ためには、現場におけるバイスタンダー（※）による応急手当が適切に

行われる必要があります。 
このため、各消防機関・保健所等において、地域住民を対象に交通事

故による負傷者に対する応急手当等の知識や実技の普及を図るとともに、

指導員の養成を行います。 
④ 救急救命士の養成・配置等の促進 

プレホスピタルケア（※）の充実強化を図るため、消防機関において

「ＪＰＴＥＣ（外傷病院前救護ガイドライン）」等を活用し、救急救命士

及び救急隊員に対する教育を推進します。 

⑤ 救助・救急資機材等の装備の充実 
救助・救急業務の円滑かつ適切な遂行を図るため、救急医療のための

機器等、高規格救急自動車（※）等及び消防指令業務の整備を図ります。 
⑥ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実 

正確かつ迅速な人命救助が求められている救助隊員及び救急隊員に専

門的知識、技術を習得させるため、千葉県消防学校において実施してい

る教育の中で、高度化する救助・救急業務に対応した教育研修の充実を
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図ります。 
⑦ 高速道路における救助・救急業務実施体制の整備 

高速道路（「東関東自動車道」、「新空港自動車道」、「館山自動車道」及

び「常磐自動車道」）における救助・救急業務の実施にあたっては、通過

市町村（一部事務組合を含む。）間で締結している「東関東自動車道及び

新空港自動車道消防相互応援協定」、「館山自動車道消防相互応援協定」

及び「茨城県高速自動車道等消防相互応援協定」に基づき、適切かつ効

果的に行います。 
また、東日本高速道路株式会社、県、関係市町村等で結成している「千

葉県高速自動車国道等消防協議会」、「茨城県高速自動車道等消防協議会」

の場を通じて緊密な連携をとり、高速自動車国道等における火災・救急・

救助事故等を想定した合同訓練を実施するなど、救助・救急業務の円滑

な実施を図ります。 
さらに、高速道路で重大事故や大規模災害が発生した場合、負傷者が

重傷である可能性が高いことが予想され、医師等による速やかな救命医

療の開始、高度な医療機関への迅速な収容が必要となります。このため、

千葉県ドクターヘリ運営協議会が策定した「ドクターヘリ運航マニュア

ル」及び「高速道路におけるドクターヘリ運用マニュアル」について、

消防機関、警察、東日本高速道路（株）、医療機関等と相互連携を図りな

がら、ドクターヘリ（※）の活用を推進するとともに、実施状況を検証

し、必要に応じて見直し作業を行います。 
⑧ 現場急行支援システムの整備 

救急車の接近を感知して信号機の優先制御を行う「現場急行支援シス

テム（ＦＡＳＴ：Fast Emergency Vehicle Preemption Systems）」等の

効果的な運用を図り、救急搬送の支援を行います。 

⑨ 緊急自動通報システムの導入支援 
交通事故時の緊急自動通報システム（Ｄ－Ｃａｌｌ Ｎｅｔ）（※）の

普及を最大限に活用できるよう、関係機関と協力し消防機関やドクター

ヘリ（※）との連携強化を図ります。 

 

（２）救急医療体制の整備 

① 救急医療機関等の整備 
救急医療体制の基盤となる初期救急医療体制を整備・拡充するため、

市町村や地区医師会の協力の下、夜間・休日急病診療所の整備の促進や

在宅当番医制の拡充に努めます。 
また、初期救急医療施設では応じきれない入院治療を必要とする重症

救急患者に対応するため、市町村の実施している病院群輪番制等により、

二次救急医療体制（※）の整備を図ります。 
さらに、重篤救急患者の救命医療を行うため、２４時間体制の救命救
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急センター及び、これらの三次救急医療機関（※）の補完的役割を果た

すものとして県が指定する救急基幹センターの整備や支援等を通じて、

救急医療機関相互の役割分担を行うことにより、交通事故による重篤患

者が高度な救命医療機能を有する救命救急センター等に適切に搬送され、

救命医療を行うことができる救急医療体制の整備を進めていきます。 

なお、交通事故の負傷者に対する救急医療体制の整備に当たっては、

千葉県交通事故調査委員会の「令和４年交通事故死亡事例調査報告書（令

和７年８月）」において、ＰＴＤ（防ぎ得た外傷死亡）発生を減じるため

に県内３カ所程度の救命救急センターに交通事故症例を集約する施策を

実施するよう提言されていることなどを踏まえ、今後も、救命救急セン

ターをはじめとする各医療機関の診療機能の充実に向けた検討を進める

ことが求められます。 

② 救急医療情報システムの充実強化 
救急医療機関及び消防機関等の関係機関における緊密な連携・協力関

係の下、救急患者の迅速かつ円滑な収容体制を確保し、救命率の向上を

図るため、必要に応じて広域災害・救急医療情報システムの見直しを行

い、効果的な運用に努めます。 
③ 救急医療担当医師・看護師等の養成等 

救急医療における専門性の高い医師を確保するため、救急医療担当医

師に対し、救急処置等に関する研修等への参加を積極的に呼びかけます。 
また、看護師や救急救命士等の救急医療業務に携わる医療従事者に対

しても、研修等の参加を積極的に呼びかけ、救急医療業務に関する資質

の向上を図ります。 
④ ドクターヘリ（※）事業の推進 

交通事故等で負傷した患者の救命率の向上や後遺症を軽減させるため、

医師等が同乗し救命医療を行いながら搬送できるドクターヘリの活用を

引き続き推進します。 
また、消防覚知時点でのドクターヘリ要請や緊急自動通報システム（Ｄ

－Ｃａｌｌ Ｎｅｔ）（※）の普及により、極めて迅速に事故現場に到着

するドクターヘリに対して、いち早く負傷者への医療提供を実現させる

ために、必要に応じ、交通規制等による着陸支援を行います。 

 

（３）救急関係機関の協力関係の確保等 

 救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関、

消防機関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を推進すると

ともに、救急医療機関の受入れ、連絡体制の明確化を図ります。 
 また、医師、看護師等が救急現場及び搬送途上に出動し、応急処置を行

うことにより救急患者の救命効果の向上を図るため、救命救急センターの

ドクターカー（※）の整備を促進するとともに、医師の判断を直接現場に
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届けられるようにするため、専用回線を活用するなど、医療機関と消防機

関が相互に連携を取りながら効果的な救急体制の整備を促進します。 

 
 

 
 
  

 


